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『
願
生
浄
土
義
』
に
見
る
普
寂
の
法
然
観

第
一
章　

緒
論

普
寂
〔
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）―
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）〕
は
、
近
世
江
戸
中
期
の
浄
土
律
僧
で
あ
る
。
性
相
・
華
厳
に
通
じ
た

学
僧
と
し
て
知
ら
れ
、
主
著
で
あ
る
『
顕
揚
正
法
復
古
集
』（
以
下
『
復
古
集
』
と
記
す
）（
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
六
月
再
治
）
で

は
仏
教
統
一
論
的
立
場
か
ら
各
宗
の
一
致
と
独
自
の
大
乗
仏
説
論
を
説
き
、
村
上
専
精
『
大
乗
仏
説
批
判
』
を
は
じ
め
、
仏
教
の
近
代

化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
。

一
、
普
寂
お
よ
び
『
願
生
浄
土
義
』
に
つ
い
て

普
寂
は
、
字
を
徳
門
と
い
い
、
晩
年
に
は
道
光
と
号
し
た
。
普
寂
に
関
す
る
最
も
広
汎
な
研
究
を
行
っ
た
西
村
玲
は
、
普
寂
の
自
伝
『
摘

空
華
』
お
よ
び
鸞
山
『
長
泉
普
寂
大
和
上
行
状
記
』
に
依
り
な
が
ら
、
普
寂
の
生
涯
を
修
学
期
、
遍
歴
修
行
期
、
講
義
著
作
期
の
三
つ

に
分
け
て
ま
と
め
て
い
る（
１
）。

普
寂
は
、
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）、
伊
勢
国
桑
名
郡
の
一
向
宗
（
現
：
真
宗
大
谷
派（
２
））

源
流
寺
に
生
れ
た
。
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）

『
願
生
浄
土
義
』
に
見
る
普
寂
の
法
然
観

吉　

田　

啓　

佑



一
五
二

仏
教
学
会
紀
要
　
二
七
号

か
ら
翌
九
年
（
一
七
二
四
）
に
か
け
て
、
十
八
、
十
九
歳
の
と
き
に
、
美
濃
称
名
寺
の
円
澄
か
ら
『
浄
土
論
註
』『
無
量
寿
経
』『
阿
弥
陀
経
』

の
講
義
を
受
け
た
。
そ
の
翌
年
、
桑
名
天
承
寺
の
禎
山
禅
師
か
ら
『
大
乗
起
信
論
義
記
』『
華
厳
五
教
章
』
等
の
講
義
を
受
け
学
教
を
志
し
、

こ
の
後
京
都
・
堺
・
浪
花
で
諸
師
の
講
義
を
聴
講
し
た
。

享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
の
夏
、
普
寂
は
河
内
法
然
寺
で
義
雄
と
『
倶
舎
論
』
を
自
学
し
た
。
そ
の
年
に
病
を
起
こ
し
、
伊
勢
に

帰
郷
し
た
。
病
に
な
っ
て
以
降
「
是
に
於
て
か
、
出
離
の
道
に
於
て
大
怖
畏
を
起
せ
り
。
日
夕
憪
然
と
し
て
、
忽
然
と
し
て
自
ら
崇
む

る
所
の
法
義
の
、
経
論
に
牴
牾
す
る
こ
と
を
遅
慮
す
。
千
思
万
慮
、
心
扉
漸
開
し
、
自
ら
、
従
前
安
履
す
る
所
の
全
く
正
法
の
藩
籬
の

外
な
る
こ
と
を
覚
ゆ
。」
（
３
）

と
、
一
向
宗
の
教
え
が
経
論
に
違
う
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
二
十
八
歳

の
時
に
、
生
寺
を
去
っ
た
。
こ
こ
ま
で
が
修
学
期
に
あ
た
り
、
以
後
遍
歴
修
行
期
に
入
る
。

普
寂
は
伊
勢
を
出
た
後
、
諸
国
を
歴
遊
し
て
念
仏
・
誦
経
・
誦
呪
等
の
修
行
を
行
っ
た
。
尾
張
の
真
言
宗
興
正
寺
に
滞
在
し
た
折
、

浄
土
宗
の
捨
世
僧
関
通
〔
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）―
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）〕
と
出
会
い
、
こ
の
縁
が
後
に
浄
土
律
僧
と
な
る
き
っ

か
け
と
な
っ
た
。
関
通
の
勧
め
に
よ
っ
て
、
普
寂
は
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
に
大
巌
寺
の
適
誉
良
義
か
ら
宗
戒
両
脈
を
受
け
、
宣
蓮

社
明
誉
の
号
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。

元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
三
十
三
歳
の
と
き
、
普
寂
は
修
行
中
に
三
つ
の
疑
問
（
須
弥
山
説
、
大
乗
仏
説
、
因
果
応
報
輪
廻
の
意

味
）
を
生
じ
た
。
こ
れ
ら
の
疑
問
は
、
約
二
年
後
、
近
江
守
山
浄
土
寺
の
可
吟
庵
に
て
一
年
半
の
間
念
仏
・
坐
禅
の
修
行
を
行
っ
た
際

に
、
覚
り
体
験
を
得
て
解
決
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
。

諸
寺
を
転
々
と
し
、
極
貧
の
中
で
修
行
生
活
を
送
っ
て
い
た
普
寂
は
、
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
の
秋
、
四
十
歳
の
と
き
、
浄
土
律

僧
湛
慧
〔
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）―
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）〕
の
招
き
で
洛
西
の
長
時
院
に
入
る
。
翌
年
二
月
に
湛
慧
は
入
寂
す
る

が
、
湛
慧
の
計
ら
い
で
同
年
六
月
に
普
寂
は
具
足
戒
を
受
け
、
正
式
に
律
僧
と
な
っ
た
。
普
寂
は
以
後
長
時
院
を
取
り
ま
と
め
る
よ
う
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に
な
り
、
宝
暦
元
年
（
一
七
五
一
）
に
は
正
式
に
住
職
と
な
っ
て
い
る
。

宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）、
五
十
七
歳
で
江
戸
目
黒
長
泉
院
に
招
か
れ
住
職
に
就
い
て
か
ら
は
、
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
ま
で
、

増
上
寺
や
長
泉
院
で
華
厳
・
性
相
を
は
じ
め
と
す
る
講
義
を
行
っ
た
（
講
義
著
作
期
）。
講
草
の
多
く
が
学
僧
ら
の
浄
財
に
よ
っ
て
開

版
さ
れ
て
い
る
。

天
明
元
年
、
七
十
五
歳
の
八
月
に
、
普
寂
は
体
調
を
崩
し
て
死
期
を
覚
り
、
九
月
十
日
か
ら
は
飲
食
を
断
っ
た
。
こ
れ
以
後
、
浄
土

曼
荼
羅
に
向
っ
て
念
仏
を
行
い
、
仏
殿
で
の
勤
行
も
欠
か
さ
な
か
っ
た
と
い
う
。
十
月
一
日
か
ら
七
日
間
、
普
寂
は
仏
殿
で
臨
終
行
儀

の
念
仏
を
行
う
。
こ
の
後
は
仏
殿
に
登
れ
な
く
な
っ
て
念
仏
を
称
え
る
の
み
に
な
り
、
十
月
十
四
日
に
入
寂
し
た
。

普
寂
の
生
涯
に
渉
る
著
作
は
四
〇
部
一
四
三
巻
あ
る
と
さ
れ
る
。
普
寂
の
著
作
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
余
乗
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、

浄
土
教
に
関
す
る
専
門
書
は
『
願
生
浄
土
義
』
の
み
で
あ
る
。
著
作
に
お
け
る
署
名
は
常
に
「
苾
蒭
普
寂
」
で
あ
り
、
誉
号
や
蓮
社
号

を
用
い
て
お
ら
ず
、
浄
土
宗
へ
の
帰
属
意
識
は
強
く
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。

『
願
生
浄
土
義
』
は
、
普
寂
が
入
寂
す
る
半
月
前
の
天
明
元
年
九
月
二
十
八
日
に
刊
行
さ
れ
た
。
普
寂
は
刊
本
に
目
を
通
し
て
僧
尾
・

堯
雲
の
二
弟
子
に
弘
通
を
托
し
た
。
入
寂
前
日
の
十
月
十
三
日
、
門
弟
ら
へ
の
遺
言
の
中
で
「
願
生
浄
土
義
に
余
の
所
懐
を
述
ぶ
。
余

の
滅
後
、
汝
等
須
ら
く
依
行
す
べ
し
。」
（
４
）
と
述
べ
て
自
ら
の
遺
誡
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
願
生
浄
土
義
』
に
普
寂
自
身
の
信
仰
・
実

践
の
立
場
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

管
見
の
限
り
、『
願
生
浄
土
義
』
の
諸
本
に
は
三
系
統
が
存
在
す
る
。
第
一
は
刊
本
の
系
統
で
、
天
明
元
年
五
月
の
奥
書
が
あ
り
、

同
年
の
初
版
本
の
ほ
か
、
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
と
同
四
四
年
（
一
九
一
一
）
の
翻
刻
本
が
あ
る（
５
）。
第
二
は
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）

十
二
月
奥
書
の
写
本
で
あ
り
、
佛
教
大
学
お
よ
び
大
谷
大
学
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
第
三
は
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
十
二
月
奥
書
の

写
本
で
あ
り
、
佛
教
大
学
所
蔵
で
あ
る
。
二
系
統
の
写
本
の
う
ち
、
安
永
九
年
本
は
刊
本
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
内
容
を
有
し
、
一
方
の
安
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永
七
年
本
は
、
刊
本
や
安
永
九
年
本
と
の
間
で
全
体
の
構
成
が
異
な
っ
て
お
り
、
草
稿
本
に
あ
た
る
と
推
定
さ
れ
る
。
以
上
よ
り
、『
願

生
浄
土
義
』
は
、
安
永
七
年
十
二
月
か
ら
同
九
年
十
二
月
に
至
る
二
年
間
に
、
著
者
で
あ
る
普
寂
自
身
に
よ
っ
て
刊
行
を
意
識
し
た
改

編
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
期
間
は
『
復
古
集
』
の
再
治
（
安
永
八
年
六
月
）
と
重
な
る
こ
と
か
ら
、
両
書
は
共
に
普
寂
最

晩
年
の
思
想
を
表
す
著
作
で
あ
る
と
い
え
る
。
本
稿
で
は
、
主
に
明
治
四
四
年
翻
刻
本
『
願
生
浄
土
義
』
を
資
料
と
し
て
用
い
、
一
部

で
安
永
七
年
写
本
を
参
照
す
る
。

二
、
普
寂
の
浄
土
教
思
想
に
関
す
る
先
行
研
究

こ
こ
で
、
普
寂
の
浄
土
教
思
想
に
関
す
る
研
究
の
う
ち
、
主
た
る
も
の
を
ま
と
め
て
お
く
。

一
、
伊
藤
眞
徹
（
一
九
三
六
年（
６
）、

一
九
六
四
年（
７
））

普
寂
の
浄
土
教
思
想
の
理
解
に
お
い
て
、
そ
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
の
は
伊
藤
眞
徹
の
研
究
で
あ
ろ
う
。

伊
藤
は
、
一
九
三
六
年
、
普
寂
の
性
悪
論
と
、
そ
れ
に
対
す
る
浄
土
宗
の
学
僧
大
我
〔
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）―
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）〕

か
ら
の
批
判
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
大
我
が
『
続
芝
談
』
に
、
普
寂
の
浄
土
宗
へ
の
改
宗
の
動
機
を
次
の
よ
う
に
述
べ

る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

一
向
宗
は
そ
の
風
習
と
し
て
僻
遠
の
地
に
生
れ
し
者
は
院
家
能
家
と
な
る
こ
と
難
し
。
然
る
に
自
身
は
北
勢
の
出
生
な
れ
ば
如
何

に
学
殖
あ
り
と
も
栄
位
を
襲
ふ
こ
と
不
可
能
な
れ
ば
、
他
宗
に
転
じ
て
人
に
尊
敬
せ
ら
れ
ん
と
す
、
さ
れ
ど
禅
は
速
疾
に
禅
師
に

な
る
こ
と
能
は
ず
、
浄
家
に
転
じ
檀
林
に
入
寺
せ
ん
も
学
課
九
部
に
分
れ
、
伝
法
亦
年
数
の
定
め
あ
る
を
以
て
そ
の
中
途
へ
横
入

す
る
事
は
許
さ
れ
ざ
る
を
以
て
湛
慧
律
師
を
誑
惑
し
て
弟
子
比
丘
と
な
り
愚
人
に
尊
重
せ
ら
れ
ん
と
せ
り（
８
）



一
五
五

『
願
生
浄
土
義
』
に
見
る
普
寂
の
法
然
観

ま
た
一
九
六
四
年
に
は
、
近
世
の
封
建
制
度
の
下
で
起
こ
っ
た
浄
土
宗
信
仰
の
革
新
派
と
し
て
捨
世
派
と
浄
土
律
（
興
律
派
）
の
二

派
を
挙
げ
、
浄
土
律
と
し
て
は
普
寂
に
よ
る
浄
土
宗
学
批
判
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
大
我
に
よ
る
普
寂
批
判
を
援
用
し
な
が
ら
『
復
古
集
』

『
願
生
浄
土
義
』
の
所
説
に
つ
い
て
論
じ
、「
普
寂
は
善
導
の
浄
土
法
を
僻
解
し
た
も
の
が
法
然
で
あ
り
、
法
然
の
精
神
を
歪
曲
し
た
も

の
が
、
そ
の
後
の
列
祖
歴
代
の
碩
徳
で
あ
る
と
決
断
し
、
善
導
の
解
行
の
粋
の
み
が
唯
一
絶
対
で
あ
る
と
し
た
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

二
、
芹
川
博
通
（
一
九
八
四
年（
９
））

芹
川
博
通
は
、
普
寂
の
仏
教
研
究
が
宗
派
的
解
釈
に
と
ら
わ
れ
な
い
通
仏
教
の
立
場
（
仏
教
統
一
論
的
立
場
）
か
ら
自
由
に
展
開
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
村
上
専
精
の
説
に
依
っ
て
、
普
寂
が
正
法
教
の
復
古
主
義
者
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
上
で
『
願

生
浄
土
義
』
に
基
づ
い
て
普
寂
の
浄
土
教
思
想
を
紹
介
し
、
普
寂
が
浄
土
宗
義
を
仏
教
統
一
論
（
あ
る
い
は
通
仏
教
）
の
立
場
か
ら
位

置
付
け
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
思
想
に
近
代
仏
教
学
の
萌
芽
を
認
め
て
い
る
。

三
、
西
村
玲
（
二
〇
〇
八
年
（
（1
（

）

西
村
玲
は
、
著
書
『
近
世
仏
教
思
想
の
独
創
―
―
僧
侶
普
寂
の
思
想
と
実
践
―
―
』
に
お
い
て
、
近
世
仏
教
を
宗
教
思
想
史
の
観
点

か
ら
捉
え
な
お
す
こ
と
で
、
辻
善
之
助
ら
に
よ
る
近
世
仏
教
堕
落
史
観
か
ら
の
脱
却
を
図
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
近
代
に
つ
な
が
る
仏

教
の
思
想
的
水
脈
の
一
つ
と
し
て
普
寂
を
取
り
上
げ
、
普
寂
に
関
す
る
基
礎
的
な
各
宗
学
研
究
と
全
体
的
な
思
想
史
研
究
の
統
合
止
揚

を
目
指
し
て
い
る
。

西
村
は
伊
藤
眞
徹
に
よ
る
普
寂
批
判
に
つ
い
て
、
普
寂
は
イ
ン
ド
と
唐
以
前
の
中
国
仏
教
だ
け
を
認
め
る
か
ら
あ
る
程
度
妥
当
で
あ

る
と
認
め
、
普
寂
は
法
然
を
末
世
に
応
じ
た
布
教
者
と
し
て
は
認
め
る
が
、
自
分
の
人
生
の
摸
範
と
は
考
え
て
い
な
い
と
し
て
い
る
。
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西
村
は
、
普
寂
の
思
想
に
お
け
る
浄
土
の
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
。
普
寂
は
釈
尊
の
正
法
復
古
と
し
て
小
乗
戒

（
律
）
の
実
践
を
説
い
た
が
、
現
実
の
社
会
状
況
の
中
で
小
乗
戒
を
自
他
と
も
に
第
一
の
基
準
と
し
て
実
践
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ

た
。
こ
の
世
で
の
修
行
の
限
界
に
直
面
し
た
普
寂
は
、
さ
ら
な
る
修
業
の
場
と
し
て
不
退
の
浄
土
を
目
指
し
た
。

ま
た
西
村
は
、
普
寂
に
と
っ
て
の
念
仏
は
三
昧
す
な
わ
ち
瞑
想
で
あ
っ
た
と
し
、
普
寂
は
念
仏
を
瞑
想
と
す
る
立
場
か
ら
法
然
を
理

解
し
た
と
し
て
い
る
。

大
南
龍
昇
（
二
〇
一
五
年
（
（1
（

）

大
南
龍
昇
は
、
浄
土
宗
近
代
史
研
究
に
お
い
て
、
仏
教
の
近
代
化
に
影
響
し
た
重
要
人
物
と
し
て
普
寂
を
取
り
上
げ
、
西
村
の
研
究

お
よ
び
普
寂
の
行
跡
・
思
想
を
紹
介
し
て
い
る
。
普
寂
は
『
願
生
浄
土
義
』
諸
門
分
別
、
第
七
聖
浄
分
別
章
に
お
い
て
『
十
住
毘
婆
沙
論
』

易
行
品
の
所
説
を
用
い
な
が
ら
自
ら
の
浄
土
思
想
を
述
べ
る
が
、
そ
こ
に
仏
の
本
願
力
や
易
行
の
語
は
見
ら
れ
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

以
上
を
総
合
す
る
と
、
普
寂
は
そ
の
自
由
討
究
の
姿
勢
が
近
代
仏
教
の
先
駆
け
と
し
て
評
価
さ
れ
る
一
方
で
、
法
然
の
教
義
に
対
し

て
は
批
判
的
あ
る
い
は
消
極
的
な
態
度
を
と
っ
た
と
す
る
流
れ
が
現
代
ま
で
続
い
て
い
る
。

こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
普
寂
が
生
寺
を
出
た
動
機
は
一
向
宗
の
教
え
に
対
す
る
疑
義
で
あ
り
、

普
寂
は
経
済
的
安
定
を
捨
て
て
苦
し
い
生
活
の
中
で
遍
歴
修
行
を
行
う
こ
と
を
厭
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
普
寂
が
、
善
導
の
教
え

を
正
し
く
理
解
し
て
い
な
い
と
見
る
法
然
の
門
流
に
進
ん
で
加
わ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
普
寂
は
浄
土
律
僧
と
な
っ
て
、
結
果
的
に
経

済
的
安
定
や
一
定
の
社
会
的
地
位
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
自
伝
を
見
る
限
り
そ
こ
に
は
偶
然
的
要
素
が
大
き
く
、
大
我
の
い
う
よ

う
に
名
利
が
目
的
で
浄
土
宗
に
転
入
し
た
と
は
思
え
な
い
。
そ
れ
で
は
転
入
に
際
し
、
普
寂
に
と
っ
て
、
法
然
の
思
想
あ
る
い
は
鎮
西
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派
の
教
義
に
何
か
し
ら
賛
同
で
き
る
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
普
寂
の
浄
土
教
思
想
、
特
に
善
導
・
法
然
等
の
祖
師
を
ど
の
よ
う
に
観
た
の
か
に
つ
い
て
、
主
に
『
願
生
浄
土

義
』
の
記
述
に
依
っ
て
再
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。

第
二
章　

普
寂
の
浄
土
教
祖
師
観

一
、
伊
藤
眞
徹
の
論
拠

前
述
の
伊
藤
一
九
六
四
年
の
論
文
に
お
い
て
、
普
寂
が
「
法
然
は
善
導
の
浄
土
法
の
僻
解
者
で
あ
り
、
以
後
の
浄
土
宗
列
祖
は
法
然

の
精
神
を
歪
曲
し
た
も
の
」
と
観
た
と
さ
れ
て
い
る
論
拠
は
、
概
ね
次
の
五
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

①
『
復
古
集
』
各
論
第
六
章
浄
土
宗
、
第
五
節
往
生
の
行
因
、
第
二
項
弥
陀
浄
土
の
行
因
（
（1
（

に
「
寂
曰
く
、
散
善
義
の
文
、
旨
幽
深
な
り
。

二
河
白
道
の
譬
、
妙
且
つ
至
れ
り
。
後Ａ

代
僻
解
す
る
者
蓋
し
多
し
。
豈
に
歉
然
た
ら
ざ
る
べ
け
ん
や
。」（
（1
（

と
あ
り
、
普
寂
は
善
導
一
師

の
み
に
依
り
、
善
導
以
後
の
一
切
諸
師
の
説
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
。

②
『
復
古
集
』
同
項
に
「
寂
窃
か
に
謂
ら
く
、
導
和
尚
、
其
の
解
行
の
粋
な
る
は
、
固
よ
り
論
無
き
所
な
り
。
其
の
浄
土
の
法
に
於
て
、

自
行
の
徹
困
な
る
、
化
他
の
懇
惻
な
る
、
蓋
し
古
今
一
人
な
る
の
み
。
憾
む
と
こ
ろ
は
、
後
代
に
此
の
師
の
言
句
を
僻
執
す
る
者
は
猶

ほ
牛
毛
の
如
く
に
し
て
、
此
の
師
の
実
義
に
投
契
す
る
者
は
麟
角
よ
り
も
希
な
り
。
然
る
に
末
運
の
使し
か
らし

む
る
所
な
り
と
雖
も
、
慨
然

た
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
な
り
。」（
（1
（

と
あ
り
、
後
代
の
人
師
の
所
解
を
排
撃
し
て
い
る
。

③
『
復
古
集
』
同
項
に
お
い
て
普
寂
は
起
行
に
つ
い
て
基
本
的
に
、『
往
生
論
』
所
説
の
五
念
門
、『
観
経
疏
』
散
善
義
所
説
の
五
種
正

行
に
依
準
し
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
、『
往
生
礼
讃
』
が
五
念
門
を
起
行
と
し
、『
往
生
論
』
が
奢
摩
他
毘
鉢
舎
那
を
正
行
と
し
、「
散
善
義
」
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が
称
名
を
正
定
業
と
し
、『
往
生
礼
讃
』
が
『
文
殊
般
若
経
』
の
一
行
三
昧
を
引
き
、『
観
念
法
門
』
が
観
仏
三
昧
・
念
仏
三
昧
を
明
す

こ
と
を
挙
げ
て
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
み
な
願
生
浄
土
の
要
行
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
法
然
が
『
選
択
集
』
第
二
章
の
私
釈
段
に

「
弥
須
二
捨
レ
雑
修
一レ
専
、
豈
捨
二
百
即
百
生
専
修
正
行
一
、
而
堅
執
二
千
中
無
一
雑
修
雑
行
一
乎
」
（
（1
（

と
述
べ
て
、
散
善
義
所
説
の
正
定
業
た

る
称
名
を
相
続
す
る
こ
と
を
専
修
と
し
た
意
趣
に
反
す
る
。

④
『
願
生
浄
土
義
』
安
心
起
行
作
業
、
第
二
起
行
章
の
所
説
を
論
拠
と
す
る
。

五
種
正
行
を
立
給
ふ
所
詮
は
、
心
を
一
境
に
注
め
て
雑
慮
を
制
止
し
、
速
に
往
業
成
弁
し
三
昧
発
得
せ
し
む
る
の
秘
術
な
り
、
こ

の
旨
に
よ
ら
ず
し
て
専
修
を
立
る
は
、
全
く
仏
祖
の
正
旨
に
あ
ら
ず
、
…
…
専
修
の
要
旨
は
、
心
を
一
処
に
制
し
、
雑
慮
を
鎮
遏

す
る
に
あ
り
、
其
所
制
伏
の
中
に
染
浄
あ
り
軽
重
あ
り
、
染
法
の
浄
業
を
障
る
は
毒
の
薬
を
妨
る
如
く
重
く
、
浄
法
の
浄
業
を
障

る
は
薬
の
薬
を
妨
る
如
く
軽
し
、
染
の
中
に
軽
重
あ
り
、
中
に
於
て
悪
業
最
大
な
り
、
最
も
先
に
防
ぐ
べ
し
、
煩
悩
は
其
次
な
り
、

妄
念
雑
慮
は
最
軽
な
り
、
こ
の
三
障
不
障
の
分
斉
は
、
次
下
三
章
に
明
す
が
如
し
、
世
に
専
修
の
法
門
を
引
て
情
見
に
殉
ふ
も
の

あ
り
て
、
う
た
ゝ
蘖
説
を
生
じ
、
祖
師
の
正
意
た
る
専
修
の
実
義
は
、
殆
ん
ど
隠
晦
せ
ん
と
す
、
い
は
ゆ
る
情
見
と
は
情
謂
を
以

て
念
仏
一
法
を
執
相
堅
着
し
、
た
ゞ
余
法
余
行
を
嫌
忌
し
、
最
も
専
念
を
障
る
重
煩
悩
麁
妄
念
も
全
く
遮
妨
す
る
心
な
く
、
世
の

五
欲
恩
愛
名
利
等
に
心
を
委
ぬ
、
た
と
ひ
念
仏
す
れ
ど
も
世
念
心
の
主
と
な
る
ゆ
へ
、
こ
れ
不
至
心
虚
仮
心
所
起
の
業
に
て
、
厭

欣
三
心
み
な
真
な
ら
ざ
る
ゆ
へ
、
全
く
専
修
の
実
義
な
し
、
こ
れ
は
こ
れ
祖Ｂ

師
の
建
立
し
給
ふ
専
修
と
は
そ
の
旨
天
淵
な
り
（
（1
（

普
寂
は
、
専
修
の
法
門
を
自
己
の
情
見
に
殉
死
さ
せ
て
祖
師
の
正
意
を
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
有
様
が
、
浄
土
宗
の
宗
義
史
の
事
実
で

あ
る
と
し
、
善
導
以
後
の
諸
師
が
自
己
の
情
見
に
よ
っ
て
行
う
念
仏
は
、
祖
師
す
な
わ
ち
善
導
の
建
立
す
る
念
仏
と
は
大
い
に
異
な
る

と
断
定
し
た
。

⑤
『
復
古
集
』
同
章
第
六
節
判
教
立
宗
、
第
二
項
立
宗
（
（1
（

に
、「
古
師
並
に
本
宗
に
依
て
浄
土
の
法
を
修
せ
る
も
、
別
に
宗
を
立
て
ず
。
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吉
水
に
至
て
一
宗
を
別
立
せ
る
こ
と
、
上
に
已
に
述
ぶ
る
が
如
し
。
然
る
に
立
と
不
立
と
は
各
道
理
あ
り
。」
と
標
題
し
て
、
中
国
の

浄
土
教
諸
師
は
、
そ
の
宗
致
に
お
い
て
は
聖
道
・
浄
土
で
同
一
で
あ
っ
た
た
め
に
、
一
宗
を
別
立
す
る
必
要
が
無
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

一
方
法
然
の
浄
土
開
宗
に
つ
い
て
普
寂
は
「
吉
水
の
此
の
宗
を
別
立
せ
る
所
以
は
、
蓋
し
斯
れ
濁
世
最
難
化
の
衆
生
を
、
摂
化
す
る
の

秘
術
な
る
の
み
。」
と
判
定
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
「
後
学
深
く
祖
師
を
崇
め
、
祖
意
に
氷
炭
す
る
者
、
蓋
し
多
し
、
察
す
べ
し
。」
と
述

べ
、
法
然
以
後
の
人
師
は
祖
意
の
把
捉
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
い
た
ず
ら
に
祖
師
の
言
句
に
僻
執
し
、
精
神
の
根
元
を
歪
曲
転

訛
さ
せ
た
も
の
と
し
た
。

以
上
の
論
点
に
つ
い
て
、
次
節
以
後
で
は
普
寂
が
法
然
の
浄
土
教
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
の
か
検
討
し
て
い
く
。

二
、
法
然
は
善
導
浄
土
教
の
僻
解
者
か

論
拠
①
は
、
善
導
『
観
経
疏
』
散
善
義
、
三
心
釈
中
の
回
向
発
願
心
釈
に
出
る
二
河
白
道
喩
の
解
釈
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
散
善

義
で
は
合
喩
と
し
て
、
四
五
寸
の
白
道
は
「
衆
生
貪
瞋
煩
悩
中
能
生
二
清
浄
願
往
生
心
一
也
」、
水
火
の
二
河
は
「
衆
生
貪
愛
如
レ
水
瞋

憎
如
レ
火
也
」、
水
が
道
を
湿う
る
おす
こ
と
は
「
愛
心
常
起
能
染
二
汚
善
心
一
也
」、
火
が
道
を
焼
く
こ
と
は
「
瞋
嫌
之
心
能
焼
二
功
徳
之
法
財
一

也
」、
西
岸
に
到
る
こ
と
は
「
不
レ
顧
二
水
火
二
河
一
念
念
無
レ
遺
乗
二
彼
願
力
之
道
一
捨
レ
命
已
後
得
レ
生
二
彼
国
一
」、
群
賊
等
は
「
衆
生
六

根
六
識
六
塵
五
陰
四
大
」
あ
る
い
は
「
別
解
別
行
悪
見
人
等
」
の
喩
え
で
あ
る
こ
と
等
が
明
さ
れ
て
い
る
（
（1
（

。

普
寂
は
、『
復
古
集
』
に
こ
の
比
喩
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
解
釈
を
述
べ
な
い
が
、『
願
生
浄
土
義
』
安
心
起
業
作
業
、
第
三
作
業
章

に
自
ら
の
解
釈
を
述
べ
て
い
る
。

二
河
白
道
の
譬
の
中
、
四
五
寸
の
白
道
即
ち
こ
の
清
浄
心
無
間
断
な
り
、
南
北
の
水
火
二
河
は
こ
れ
煩
悩
の
種
子
に
喩
へ
、
あ
る
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時
来
て
道
を
潤
し
道
を
焼
は
、
現
行
の
惑
に
況
す
、
あ
る
時
細
惑
現
行
し
浄
念
を
妨
ぐ
れ
ど
も
、
念
時
日
を
隔
て
ず
こ
れ
を
懺
除

す
る
ゆ
へ
、
願
生
の
心
間
断
な
く
、
浄
心
相
続
な
を
白
道
の
西
岸
に
通
徹
す
る
が
如
し
、
然
ば
穢
念
妄
想
は
こ
れ
浄
念
を
奪
ひ
浄

業
を
間
隔
す
る
怨
賊
な
り
、
今
即
ち
弥
陀
一
法
金
剛
王
宝
剣
を
提
て
、
か
の
怨
賊
を
遮
遣
す
る
が
こ
の
四
修
な
り
（
（1
（

こ
こ
で
普
寂
は
、
白
道
が
（
煩
悩
の
な
い
）
清
浄
な
心
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
現
に
起
こ
る
貪
瞋
の
煩
悩
は
隨
犯
随
懺
し
て
除
く

こ
と
を
説
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
群
賊
（
怨
賊
）
の
合
喩
「
衆
生
の
六
根
・
六
識
・
六
塵
・
五
陰
・
四
大
」
を
「
穢
念
妄
想
」
と
読
み

替
え
、
こ
れ
を
遮
り
追
い
や
る
の
が
四
修
の
行
法
で
あ
る
と
の
解
釈
を
加
え
て
い
る
。『
復
古
集
』
に
い
う
「
後
代
の
僻
解
者
」
と
は
、

こ
の
よ
う
な
普
寂
の
解
釈
や
善
導
の
合
喩
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、『
願
生
浄
土
義
』
同
章
で
は
続
け
て
、
無
余
修
と
は
余
行
余
善
は
尊
重
し
つ
つ
も
、
三
昧
現
前
の
た
め
に
雑ま
じ

え
修
さ
な
い
こ

と
で
あ
っ
て
、
阿
弥
陀
一
仏
に
執
着
さ
せ
る
た
め
に
説
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

清
浄
品
法
余
行
余
善
は
、
深
く
尊
重
愛
楽
す
れ
ど
も
、
今
は
且
く
専
修
一
心
を
成
ぜ
ん
が
た
め
、
ま
じ
へ
修
せ
ざ
る
こ
と
、
上Ｃ

に

述
る
が
ご
と
し
、
祖Ｄ

師
こ
の
四
修
を
判
し
給
ふ
所
詮
、
ま
た
こ
れ
浄
業
者
を
し
て
三
業
四
儀
浄
念
相
続
し
、
速
に
往
業
成
弁
し
、

疾
く
三
昧
現
前
せ
し
む
る
の
方
法
の
み
、
偏
に
弥
陀
一
仏
を
執
相
堅
着
せ
し
め
ん
と
に
は
あ
ら
ず
（
（2
（

こ
こ
で
、
傍
線
部
Ｃ
に
上
述
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
作
業
章
前
半
に
解
説
さ
れ
て
い
る
善
導
『
往
生
礼
讃
』
所
説
の
四
修
の
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
傍
線
部
Ｄ
の
祖
師
と
は
そ
の
四
修
を
判
釈
し
た
法
然
の
こ
と
で
あ
る
。

法
然
は
、『
選
択
集
』
第
八
章
（
（2
（

お
よ
び
「
要
義
問
答
」
（
（2
（

に
二
河
白
道
喩
を
含
む
散
善
義
の
三
心
釈
を
引
用
し
て
い
る
が
、
特
段
に
独

自
の
解
釈
は
述
べ
て
お
ら
ず
（
（2
（

、『
選
択
集
』
第
八
章
私
釈
段
に
は
「
回
向
発
願
心
之
義
不
レ
可
レ
俟
二
別
釈
一
」
と
述
べ
て
、
回
向
発
願
心

に
つ
い
て
は
善
導
の
釈
義
の
み
に
依
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
以
上
よ
り
、
論
拠
①
傍
線
部
Ａ
に
い
う
「
後
代
の
僻
解
者
」
に
法
然
が

含
ま
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
（
（2
（

。
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六
一

『
願
生
浄
土
義
』
に
見
る
普
寂
の
法
然
観

論
拠
②
に
お
い
て
、
普
寂
は
善
導
の
解
行
を
讃
歎
し
、
善
導
の
言
句
に
と
ら
わ
れ
て
偏
っ
た
理
解
を
な
す
者
は
大
勢
い
る
が
、
そ
の

真
の
意
義
に
符
合
す
る
者
は
極
め
て
希
で
あ
る
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
こ
こ
で
「
麟
角
よ
り
も
希
」
と
の
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
「
全
く
い
な
い
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
必
ず
し
も
法
然
を
「
善
導
の
言
句
を
僻
執
す
る
者
」
と
し
た
と
は
い
え
な
い
。

論
拠
③
は
、
普
寂
が
称
名
以
外
の
諸
行
を
往
生
行
と
し
て
認
め
る
の
は
、
諸
行
往
生
を
「
千
中
無
一
」
と
し
て
否
定
す
る
法
然
の
意

趣
に
相
反
す
る
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

法
然
に
お
け
る
諸
行
往
生
の
可
否
に
つ
い
て
は
法
然
門
下
で
も
解
釈
が
分
か
れ
て
お
り
、
現
代
に
至
る
ま
で
議
論
が
続
く
微
妙
な
問

題
で
あ
る
。『
選
択
集
』
に
お
い
て
は
諸
行
往
生
を
否
定
し
な
い
文
言
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
法
然
は
諸
行
往
生
を
肯
定
し
て

い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
（
（2
（

。
ま
た
二
〇
一
二
年
に
本
庄
良
文
は
、「
法
然
は
諸
行
往
生
の
可
能
性
を
理
論
的
に
完
全
否
定

し
た
わ
け
で
は
な
い
」
と
の
立
場
か
ら
『
選
択
集
』
第
二
章
に
お
け
る
「
千
中
無
一
」
説
の
会
通
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
（2
（

。

以
上
は
近
年
の
文
献
学
的
研
究
の
成
果
で
あ
る
が
、
宗
学
の
枠
に
と
ら
わ
れ
ず
自
由
な
討
究
を
行
っ
た
普
寂
が
類
似
の
見
解
に
達
し
て

い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
鎮
西
派
に
お
い
て
は
、
聖
光
『
末
代
念
仏
授
手
印
』
に
「
諸
行
往
生
称
名
勝
」
と
い
い
、

諸
行
往
生
を
肯
定
し
つ
つ
称
名
の
一
行
を
選
び
取
る
立
場
が
と
ら
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
普
寂
が
諸
行
を
往
生
行
と
し
て
認
め
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
法
然
の
意
趣
に
反
す
る
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
た
と

は
限
ら
な
い
。

論
拠
④
で
は
、
祖
師
が
立
て
た
専
修
正
行
は
妄
念
雑
慮
を
制
伏
す
る
方
法
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
、
悪
業
・
煩
悩
・
妄
念
雑
慮
が
往

生
の
障
り
と
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
次
下
三
章
、
す
な
わ
ち
諸
門
分
別
、
第
二
罪
悪
障
不
障
章
、
第
三
煩
悩
障
不
障
章
、
第
四
妄
念

障
不
障
章
で
明
か
す
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

第
二
罪
悪
障
不
障
章
で
は
、
本
願
の
み
に
執
着
し
て
罪
障
を
怖
れ
な
い
「
罪
悪
無
過
」
の
見
解
を
厳
し
く
非
難
し
、「
吉
水
上
人
云
く
、
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兎
に
も
角
に
も
悪
を
忍
び
て
、
念
仏
の
功
を
つ
む
べ
き
な
り
又
云
く
、
小
罪
を
も
犯
さ
ゞ
れ
と
、
又
法
語
の
中
、
切
に
罪
悪
無
過
の
僻

見
を
誡
め
呵
し
給
ふ
文
頗
る
多
し
、
み
る
べ
し
」（
（2
（

と
、「
十
二
箇
条
問
答
」
（
（2
（

や
『
一
紙
小
消
息
』
（
（2
（

等
法
然
の
法
語
に
言
及
し
て
い
る
。

第
三
煩
悩
障
不
障
章
で
は
、
次
の
よ
う
に
『
和
語
灯
録
』「
七
箇
条
の
起
請
文
」
を
引
用
し
、
念
仏
を
心
の
主
、
煩
悩
を
心
の
客
と

す
べ
き
こ
と
を
述
べ
、
煩
悩
も
無
い
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
と
し
て
い
る
。

語
灯
に
云
く
、
わ
れ
ら
が
、
生
死
輪
廻
の
ふ
る
ま
ひ
は
、
た
ゞ
貪
瞋
痴
の
煩
悩
の
絆
に
由
て
な
り
、
貪
瞋
痴
起
ら
ば
な
を
悪
趣
へ

行
く
べ
き
ま
よ
ひ
の
お
こ
り
た
る
ぞ
と
、
こ
ゝ
ろ
え
て
こ
れ
を
と
ゞ
む
べ
き
な
り
、
い
ま
だ
煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
な
れ
ば
、
か
く

は
心
得
た
れ
ど
も
、
常
に
煩
悩
は
起
る
な
り
、
起
れ
ど
も
煩
悩
は
心
の
客
人
と
し
、
念
仏
を
心
の
主
と
し
つ
れ
ば
、
あ
な
が
ち
に

往
生
を
ば
さ
へ
ぬ
な
り
、
煩
悩
を
心
の
主
と
し
、
念
仏
を
心
の
客
人
と
す
る
こ
と
は
、
雑
毒
虚
仮
の
善
に
て
往
生
に
嫌
は
る
ゝ
な

り
、
詮
す
る
所
、
前
念
後
念
の
間
に
は
、
煩
悩
を
ま
じ
ゆ
と
も
、
か
ま
へ
て
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字
の
中
に
は
、
貪
等
の
煩
悩
を

起
す
ま
じ
き
な
り
（
（3
（

ま
た
、
同
じ
く
「
七
箇
条
の
起
請
文
」
を
引
い
て
、
善
導
・
法
然
が
同
じ
く
煩
悩
が
雑
起
す
る
の
を
虚
仮
心
と
し
た
と
主
張
し
て
い
る
。

又
語
灯
に
云
く
、
真
実
と
い
ふ
は
、
諸
の
虚
仮
心
な
き
を
い
ふ
な
り
、
虚
仮
と
い
ふ
は
、
貪
瞋
痴
の
煩
悩
を
起
し
て
、
正
念
を
失

ふ
を
虚
仮
心
と
い
ふ
な
り
、
お
よ
そ
諸
の
煩
悩
起
る
こ
と
は
、
み
な
も
と
貪
瞋
痴
を
母
と
し
て
生
ず
る
な
り
、
貪
に
喜
足
少
欲
の

貪
あ
り
、
不
喜
足
大
欲
の
貪
あ
り
、
今
浄
土
宗
に
制
す
る
所
は
、
不
喜
足
大
欲
の
貪
煩
悩
な
り
、
先
づ
か
や
う
の
道
理
を
心
得
て
、

念
仏
す
べ
し
、
こ
れ
が
真
実
の
念
仏
に
て
あ
る
な
り
、
喜
足
少
欲
の
貪
は
苦
し
か
ら
ず
、
瞋
煩
悩
も
敬
上
慈
下
の
心
を
壊
ら
ず
し

て
、
道
理
を
心
得
ほ
ど
く
な
り
、
痴
煩
悩
は
お
ろ
か
な
る
心
な
り
、
こ
の
心
を
か
し
こ
く
す
べ
し
、
先
づ
生
死
を
厭
ひ
浄
土
を
欣

ひ
て
、
往
生
を
一
大
事
と
い
と
な
み
て
、
も
ろ
も
ろ
の
家
業
を
こ
と
ゝ
せ
ざ
れ
ば
、
痴
煩
悩
な
き
な
り
、
少
々
の
痴
は
浄
土
往
生

の
障
り
に
は
あ
ら
ず
、
こ
れ
ほ
ど
に
心
得
つ
れ
ば
、
貪
瞋
等
の
虚
仮
は
う
せ
て
真
実
は
や
す
く
起
る
な
り
、
こ
れ
を
浄
土
宗
の
菩



一
六
三

『
願
生
浄
土
義
』
に
見
る
普
寂
の
法
然
観

提
心
と
い
ふ
な
り
、
詮
す
る
所
、
生
死
の
報
を
軽
ん
じ
、
念
仏
一
行
を
励
む
ゆ
へ
、
真
実
心
と
い
ふ
な
り
と
…
…
二
祖
一
同
に
煩

悩
雑
起
す
る
を
虚
仮
心
と
名
て
、
痛
く
嫌
ひ
給
ふ
こ
と
上
に
出
す
が
如
し
（
（3
（

第
四
妄
念
障
不
障
章
に
お
い
て
、
普
寂
は
三
昧
現
前
の
た
め
に
は
妄
念
を
制
す
べ
き
と
の
立
場
を
と
り
な
が
ら
、
妄
念
を
許
す
法
然

の
法
語
に
つ
い
て
会
通
し
て
い
る
。

法
語
の
中
に
、
あ
る
と
き
祖
師
対
機
説
法
し
、
妄
念
な
が
ら
念
仏
せ
よ
と
示
し
給
ふ
、
こ
れ
ゆ
る
す
に
似
て
制
す
る
巧
諭
な
る
べ

し
、
…
…
一
句
の
阿
弥
陀
仏
を
執
持
し
、
金
剛
王
宝
剣
を
握
る
が
如
く
す
れ
ば
、
諸
念
自
ら
泯
伏
し
浄
心
恒
に
現
前
す
べ
し
、
法

語
の
中
に
、
称
名
の
声
の
下
に
は
、
妄
念
自
ら
や
む
を
、
河
を
わ
た
る
に
足
の
下
の
水
は
ふ
み
き
る
に
喩
え
給
ひ
、
ま
た
と
ゞ
め

て
も
と
ゞ
め
て
も
、
と
ゞ
め
ら
れ
ざ
る
を
い
か
ゞ
せ
ん
と
の
語
意
察
す
べ
し
、
豈
こ
れ
妄
念
く
る
し
か
ら
ず
と
い
ふ
意
な
ら
ん
や
、

然
れ
ば
と
ゞ
め
得
べ
き
麁
妄
念
の
正
行
を
さ
ゆ
る
も
の
は
、
ひ
し
と
止
め
、
制
し
が
た
き
細
妄
念
は
と
り
あ
へ
ず
、
念
仏
す
べ
し

と
な
り
、
こ
れ
と
ゞ
め
ず
し
て
と
ゞ
む
る
の
巧
説
な
り
（
（3
（

以
上
の
よ
う
に
、『
願
生
浄
土
義
』
諸
門
分
別
の
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で
に
お
い
て
は
、
法
然
の
法
語
を
根
拠
と
し
た
り
、
自
説

と
会
通
し
た
り
す
る
よ
う
な
記
述
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
論
拠
④
に
「
世
念
心
の
主
と
な
る
」
と
あ
る
の
は
「
七

箇
条
の
起
請
文
」
に
念
仏
と
煩
悩
の
主
客
が
分
別
さ
れ
る
こ
と
を
受
け
た
表
現
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
傍
線
部
Ｂ
「
祖
師
の

建
立
し
給
ふ
専
修
」
は
「
善
導
が
立
て
、
法
然
が
承
け
た
専
修
」
を
意
味
す
る
と
推
定
さ
れ
る
。

三
、
普
寂
の
浄
土
教
史
観

論
拠
⑤
は
法
然
の
浄
土
立
宗
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
全
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

吉
水
の
此
宗
を
別
立
す
る
所
以
は
、
蓋
し
斯
れ
濁
世
最
難
化
の
衆
生
を
、
摂
化
す
る
の
秘
術
な
る
の
み
。
熟つ
ら
つら

史
伝
の
載
す
る
所
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を
按
ず
る
に
、
吉
水
上
人
は
乃
ち
命
世
の
偉
器
な
り
。
夙
に
叡
峰
に
入
り
て
台
教
を
研
磨
し
、
笈
を
四
方
に
負
て
徧
く
諸
宗
を
学

び
、
数し
ば
しば

大
蔵
を
閲
し
て
深
く
玄
猷
を
探
り
、
又
た
翅た
だ

に
学
識
抜
群
な
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
行
徳
も
亦
た
類
を
出
づ
。
法
華
三

昧
を
修
す
れ
ば
、
則
ち
白
象
を
定
中
に
感
じ
、
華
厳
大
経
を
写
せ
ば
、
則
ち
神
竜
を
机
前
に
来
た
し
、
或
は
円
光
を
月
輪
に
現
じ
、

十
六
の
妙
観
意
に
随
て
現
前
し
、
十
余
年
来
薦し
き
りに
勝
相
を
視
る
。
三
昧
定
相
の
記
録
見
に
存
す
。
豈
に
若
か
く
の
ご
とき
人
に
し
て
、
天
台

教
観
の
学
習
し
難
き
に
困く
る
しみ
て
、
所
宗
を
退
棄
し
て
浄
土
教
に
入
る
べ
け
ん
や
。
其
の
別
に
一
宗
を
立
る
の
由
は
祖
文
に
粲
た
り
。

寂
久
く
之
を
領
す
。
而
も
之
を
説
き
著
さ
ん
と
す
れ
ば
、
則
ち
恐
ら
く
は
時
に
牴
牾
せ
ん
。
黙
し
て
之
を
置
か
ば
、
則
ち
亦
た
慮

る
、
遂
に
祖
師
を
し
て
、
三
家
村
裏
の
翁
婆
に
彷
彿
た
ら
し
め
、
吉
水
の
法
流
は
壅
閼
し
て
世
に
行
わ
れ
ざ
ら
ん
か
。
是
に
於
て

か
、
周
舍
の
鄂
鄂
に
慮
る
無
き
に
非
ず
と
雖
も
、
亦
た
衆
人
の
唯
唯
に
委
随
す
る
を
忍
び
ず
。
進
退
維
れ
谷き
は
まり
て
、
胆
を
舐
る
の

み
。
浄
土
宗
の
教
を
弁
じ
訖
る
。

　
　

後
学
深
く
祖
師
を
崇
め
、
祖
意
に
氷
炭
す
る
者
、
蓋
し
多
し
、
察
す
べ
し
（
（3
（

。

法
然
が
天
台
に
依
ら
ず
し
て
、
浄
土
宗
を
立
て
た
の
は
、
濁
世
最
難
化
の
衆
生
を
摂
化
す
る
秘
術
と
し
て
で
あ
る
。
別
に
一
宗
を
立

て
た
理
由
は
法
然
の
述
作
に
明
ら
か
で
あ
る
が
（
（3
（

、
こ
れ
を
説
き
明
か
す
こ
と
は
時
流
に
違
う
た
め
は
ば
か
ら
れ
る
と
い
う
。

普
寂
の
い
う
、
法
然
が
浄
土
宗
を
別
立
し
た
理
由
と
は
何
か
。
本
節
で
は
、『
願
生
浄
土
義
』
に
説
か
れ
る
「
勧
誡
二
門
」
お
よ
び

普
寂
の
浄
土
教
史
観
を
鍵
と
し
て
考
察
す
る
。

『
願
生
浄
土
義
』
諸
門
分
別
、
第
一
業
成
分
斉
章
に
は
、
道
綽
、
善
導
、
法
然
の
言
行
を
挙
げ
て
、
法
の
勝
れ
た
功
徳
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
往
生
は
容
易
い
と
勧
め
て
も
（
勧
門
）、
自
他
の
往
生
の
得
不
に
つ
い
て
論
ず
る
と
き
は
難
し
い
と
誡
め
る
べ
き
で
あ
る
（
誡

門
）
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
勧
門
と
は
、
本
願
力
を
讃
揚
し
て
往
生
は
容
易
い
と
念
仏
等
を
勧
め
る
こ
と
で
あ
り
、
誡
門

と
は
、
往
生
は
難
し
い
こ
と
と
し
て
自
他
の
悪
業
・
煩
悩
を
誡
め
、
安
心
起
行
を
励
ま
す
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。『
願
生
浄
土
義
』
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で
は
、
続
け
て
「
勧
誡
二
門
は
摂
化
の
善
巧
、
并
び
示
す
べ
し
、
ゆ
へ
に
仏
説
祖
訓
易
し
と
勧
め
、
難
し
と
誡
し
む
、
二
門
宛
転
と
し

て
車
の
両
輪
の
如
し
、
偏
に
易
し
と
執
し
、
偏
に
難
し
と
計
す
る
、
并
に
仏
祖
の
正
意
に
あ
ら
ず
、
深
く
思
ふ
べ
し
」（
（3
（

と
、
こ
れ
ら
勧

誡
二
門
は
並
べ
示
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
片
方
に
偏
執
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
普
寂
は
『
願
生
浄
土
義
』
の
随
所
で
勧

門
へ
の
偏
執
を
本
願
夸
・
唯
他
力
と
し
て
破
斥
し
、
誡
門
を
宣
揚
し
て
お
り
、
第
七
聖
浄
分
別
章
お
よ
び
第
八
仏
教
超
情
章
を
除
く
全

て
の
章
は
こ
の
誡
門
に
通
じ
る
内
容
を
有
し
て
い
る
。
次
に
、
こ
の
「
勧
誡
二
門
の
両
立
」
を
踏
ま
え
て
普
寂
の
浄
土
教
史
観
を
見
る
。

普
寂
は
『
願
生
浄
土
義
』
諸
門
分
別
、
第
五
因
縁
生
果
章
に
お
い
て
、
中
国
の
浄
土
教
史
と
善
導
の
教
化
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

昔
し
仏
教
東
漸
の
初
め
支
那
六
朝
の
間
、
蓮
社
の
遺
風
浄
教
や
ゝ
流
行
す
と
い
へ
ど
も
、
い
ま
だ
大
に
宗
教
を
張
る
に
至
ら
ず
、

か
つ
摂
論
通
釈
家
別
時
意
趣
を
局
執
し
、
お
も
ふ
ら
く
、
染
界
の
凡
夫
浄
土
に
生
ず
と
い
ふ
は
、
即
ち
論
に
い
は
ゆ
る
別
時
意
趣

に
て
、
順
次
往
生
に
は
あ
ら
ず
と
、
浄
土
の
法
門
此
異
見
の
為
に
妨
礙
せ
ら
れ
一
旦
否
塞
す
、
李
唐
の
始
め
道
綽
善
導
迦
才
懐
感

等
の
諸
徳
一
時
に
倔
起
し
、
榾
々
焉
と
し
て
浄
土
の
法
門
を
弘
揚
し
、
摂
論
師
の
局
見
を
対
破
せ
り
、
就
中
善
導
禅
師
解
行
超
邁

三
昧
発
得
し
、
化
を
一
時
に
し
き
、
五
部
を
製
述
し
、
浄
土
の
法
門
こ
れ
末
世
相
応
の
要
法
た
る
こ
と
を
顕
し
、
か
つ
本
願
増
上

縁
を
挙
揚
し
て
、
以
て
時
人
を
撃
勧
し
給
ふ
、
そ
の
殊
に
本
願
力
を
讃
揚
し
給
ふ
所
詮
、
を
よ
そ
二
意
あ
り
、
一
に
は
こ
れ
を
以

て
摂
論
師
の
妨
礙
を
遮
遣
し
、
二
に
は
是
を
以
て
末
世
怯
懦
の
劣
機
を
策
発
し
、
浄
土
の
法
門
に
帰
嚮
せ
し
め
ん
と
欲
す
、
こ
れ

摂
化
の
善
巧
の
み
、
こ
れ
正
因
な
き
も
の
、
た
ゞ
縁
力
の
み
に
て
往
生
す
と
い
ふ
意
趣
に
は
あ
ら
ず
（
（3
（

中
国
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
摂
論
師
の
別
時
意
説
の
た
め
に
浄
土
教
は
流
行
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
善
導
は
、
本
願
力
を
讃
揚
し
て

摂
論
師
の
偏
見
を
対
破
し
、
末
世
の
凡
夫
を
励
ま
し
浄
土
教
に
帰
依
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
「
摂
化
の
善
巧
（
巧
み
な
手
段
）」

と
し
て
で
あ
っ
て
、
正
因
す
な
わ
ち
信
行
の
無
い
も
の
が
縁
力
す
な
わ
ち
本
願
力
の
み
に
よ
っ
て
往
生
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
と
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い
う
。
続
け
て
、
日
本
の
浄
土
教
史
と
法
然
の
教
化
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

本
邦
慧
心
永
観
等
の
諸
徳
、
浄
土
の
法
門
に
帰
し
、
自
行
化
他
一
時
に
傑
然
た
り
、
時
機
い
ま
だ
熟
せ
ず
、
信
受
す
る
も
の
ま
れ
な
り
、

そ
の
比
学
人
性
相
通
途
の
義
門
に
局
滞
し
、
凡
愚
い
か
で
か
界
外
の
浄
土
に
生
ぜ
ん
や
と
怯
退
す
る
も
の
お
ほ
か
り
き
、
吉
水
上

人
此
の
と
き
に
出
世
し
、
濁
世
難
化
の
衆
生
を
誘
摂
し
、
如
来
大
悲
の
本
懐
を
通
暢
せ
ん
と
欲
し
、
即
ち
悟
真
撃
揚
本
願
の
緒
余

を
承
て
、
ま
す
ま
す
慇
懃
に
こ
れ
を
提
挙
し
給
ふ
、
時
人
こ
の
化
に
よ
り
て
、
す
な
は
ち
怯
弱
の
情
を
引
立
て
、
娑
婆
の
凡
愚
と

い
へ
ど
も
、
本
願
増
上
縁
力
に
て
、
浄
刹
に
往
生
す
る
こ
と
を
得
べ
し
と
信
解
し
、
願
生
の
心
を
興
起
す
、
願
生
の
心
興
起
す
れ

ば
、
厭
欣
三
心
五
行
三
業
清
浄
等
み
な
こ
の
心
よ
り
現
前
す
（
（3
（

日
本
で
は
、
倶
舎
・
唯
識
等
法
相
宗
の
学
問
の
通
説
に
と
ど
ま
っ
て
、
凡
夫
が
ど
う
し
て
界
外
の
浄
土
（
報
土
）
に
往
生
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
か
と
ひ
る
む
者
が
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
法
然
は
、
善
導
が
本
願
を
讃
揚
し
た
部
分
を
承
け
継
い
で
、
さ
ら
に
丁
寧
に
こ
れ

を
提
挙
し
た
。
当
時
の
人
々
は
こ
の
教
化
に
よ
っ
て
、
ひ
る
む
心
が
と
ざ
さ
れ
て
、
凡
夫
で
あ
っ
て
も
本
願
力
に
よ
っ
て
往
生
で
き
る

こ
と
を
信
解
し
、
願
生
の
心
（
往
生
を
願
う
心
）
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
人
々
は
元
来
往
生
を
難
し
い
と
考
え
て
い
た
た
め
（
（3
（

、
ひ
と
た
び

願
生
の
心
が
起
こ
れ
ば
、
こ
の
心
か
ら
安
心
・
起
業
・
作
業
が
す
べ
て
現
れ
出
た
と
い
う
。
こ
れ
が
論
拠
⑤
に
い
う
「
摂
化
す
る
の
秘

術
」
の
詳
細
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
浄
土
教
史
観
を
上
述
の
勧
誡
二
門
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、
普
寂
は
日
本
に
お
け
る
「
性
相
通
途
の
義
門
」
に
誡
門
と
し

て
の
機
能
を
見
て
い
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
法
然
以
前
に
お
い
て
は
、
誡
門
へ
の
執
着
に
よ
っ
て
願
生
の
心
が
起

き
難
く
、
法
然
が
立
宗
に
あ
た
り
勧
門
を
挙
揚
し
た
こ
と
で
、
勧
誡
二
門
の
バ
ラ
ン
ス
が
正
さ
れ
浄
土
教
が
流
行
し
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
法
然
か
ら
時
代
を
経
て
浄
土
宗
義
が
一
般
に
認
知
さ
れ
、
一
定
の
権
威
を
得
た
近
世
江
戸
期
に
あ
っ
て
、

勧
門
の
挙
揚
を
主
と
す
る
法
然
の
教
化
を
な
お
そ
の
ま
ま
の
形
で
継
承
す
る
こ
と
は
、
普
寂
に
は
勧
門
へ
の
執
着
と
映
っ
た
の
で
は
な
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か
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
普
寂
が
『
復
古
集
』
や
『
願
生
浄
土
義
』
で
度
々
非
難
す
る
「
後
代
の
僻
解
者
」
と
は
、
誡
門
が
唱
え

ら
れ
な
く
な
り
、
勧
誡
二
門
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
た
近
世
と
い
う
時
代
、
普
寂
と
同
時
代
の
人
々
を
指
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、「
悟
真
撃
揚
本
願
」
と
は
善
導
の
本
願
念
仏
の
こ
と
で
あ
り
、「
ま
す
ま
す
慇
懃
に
こ
れ
を
提
挙
し
給
ふ
」
と
は
法
然
が
そ
れ

を
継
承
し
て
選
択
本
願
念
仏
を
立
て
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
加
え
て
、
上
に
挙
げ
た
二
国
の
浄
土
教
史
に
関
す

る
文
の
間
で
は
、
善
導
以
前
・
法
然
以
前
の
浄
土
教
、
摂
論
師
・
法
相
宗
に
よ
る
論
難
、
善
導
・
法
然
の
教
化
、
と
い
う
明
ら
か
な
対

比
関
係
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
（3
（

。
さ
ら
に
、『
願
生
浄
土
義
』
で
は
善
導
の
教
化
を
「
摂
化
の
善
巧
」
と
し
、『
復
古
集
』
で
は
法
然
の

立
宗
を
「
摂
化
す
る
の
秘
術
」
と
し
て
お
り
、
善
導
・
法
然
に
対
し
ほ
ぼ
同
義
の
語
を
用
い
た
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。

以
上
よ
り
、
普
寂
は
善
導
と
法
然
の
両
方
を
祖
師
と
し
、
同
列
視
し
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

第
三
章　

結
語

こ
こ
ま
で
、
普
寂
が
法
然
を
善
導
の
僻
解
者
と
観
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
論
拠
は
い
ず
れ
も
薄
弱
で
あ
る
こ
と
、

む
し
ろ
法
然
を
も
自
ら
の
祖
師
と
し
て
善
導
と
同
列
視
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。

『
願
生
浄
土
義
』
に
お
い
て
、
念
仏
往
生
の
易
行
性
や
本
願
力
に
つ
い
て
は
積
極
的
に
述
べ
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
法
然
の
主
著
『
選
択
集
』

私
釈
段
か
ら
の
引
用
は
皆
無
で
あ
り
、
法
然
の
述
作
の
う
ち
引
用
さ
れ
る
の
は
主
に
制
誡
的
内
容
の
法
語
類
で
あ
る
。
普
寂
の
こ
の
よ

う
な
撰
述
・
引
用
態
度
は
、
一
見
す
る
と
法
然
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
よ
う
に
映
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
勧
門
へ
の
執
着
を
批

判
し
誡
門
を
宣
揚
す
る
こ
と
が
『
願
生
浄
土
義
』
の
撰
述
意
図
で
あ
っ
た
と
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
態
度
は
必
然
的
で
あ
り
、
普
寂
が
必

ず
し
も
法
然
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
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祖
師
批
判
で
知
ら
れ
る
普
寂
で
あ
る
が
、
浄
土
教
に
関
す
る
限
り
に
お
い
て
、
普
寂
は
明
白
な
形
で
の
善
導
・
法
然
批
判
は
行
っ
て

お
ら
ず
、
批
判
の
対
象
は
専
ら
そ
れ
以
降
の
人
師
の
祖
師
理
解
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
論
に
依
る
な
ら
ば
、「
普
寂
は
イ
ン
ド
と
唐
以
前

の
中
国
仏
教
だ
け
を
認
め
る
」
と
い
う
見
解
に
対
し
て
疑
義
が
生
じ
る
と
思
わ
れ
る
。
普
寂
の
思
想
の
全
体
に
つ
い
て
よ
り
正
確
に
理

解
す
る
た
め
に
は
、
浄
土
教
以
外
の
教
義
理
解
・
祖
師
理
解
に
つ
い
て
も
、
再
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

註（
１
）　

西
村
玲
『
近
世
仏
教
思
想
の
独
創
―
―
僧
侶
普
寂
の
思
想
と
実
践
―
―
』（
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
八
年
）、
四
七
―
八
八
頁
。
初

出
は
西
村
玲
「
徳
門
普
寂
―
―
そ
の
生
涯
（
１
７
０
７
―
１
７
８
１
）―
―
」（『
イ
ン
ド
哲
学
仏
教
学
研
究
』
一
四
、二
〇
〇
七
年
）、

八
七
―
九
九
頁
。

（
２
）　

以
下
、『
摘
空
華
』
の
表
記
に
倣
い
、
一
向
宗
と
記
す
。

（
３
）　
『
摘
空
華
』（『
浄
土
宗
全
書
』
一
八
）、
二
八
〇
頁
上
―
下
。
以
下
、
訓
読
は
西
村
玲
前
掲
書
を
参
考
に
し
た
。

（
４
）　

註
（
３
）、
鸞
山
補
遺
、
二
九
七
頁
上
。

（
５
）　

こ
の
他
、
龍
谷
大
学
に
は
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
版
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
復
刻
・
翻
刻
本
の
類
と
思
わ
れ
る
が
、
未
確
認
で
あ
る
。

（
６
）　

伊
藤
眞
徹
「
普
寂
律
師
と
大
我
上
人
―
―
特
に
天
台
性
悪
説
に
つ
い
て
―
―
」（『
摩
訶
衍
』
一
六
、一
九
三
六
年
）、
三
六
―
五
九
頁

（
７
）　

伊
藤
眞
徹
「
徳
川
時
代
に
お
け
る
浄
土
宗
信
仰
革
新
運
動
」（『
佛
教
大
学
研
究
紀
要
』
四
六
、一
九
六
四
年
）、
一
―
一
六
頁
。

（
８
）　

註
（
６
）、
三
七
頁
。

（
９
）　

芹
川
博
通
「
普
寂
の
浄
土
教
思
想
―
―
『
願
生
浄
土
義
』
を
中
心
と
し
て
―
―
」（『
浄
土
教
―
―
そ
の
伝
統
と
創
造
Ⅱ
―
―
』（
山
喜
房
、

一
九
八
四
年
））、
一
七
五
―
一
九
二
頁
。
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（
10
）　

西
村
玲
前
掲
書
、
普
寂
の
浄
土
教
理
解
に
つ
い
て
は
主
に
二
三
四
―
二
六
一
頁
。
初
出
は
「
不
退
の
浄
土
―
―
普
寂
の
実
践
観
―
―
」（『
東

ア
ジ
ア
仏
教
研
究
』
三
、二
〇
〇
五
年
）、
七
三
―
八
五
頁
。

（
11
）　

大
南
龍
昇
「
浄
土
宗
近
代
史
研
究
へ
の
期
待
」（『
佛
教
文
化
研
究
』
五
九
、二
〇
一
五
年
）、
五
―
一
一
頁
。

（
12
）　

以
下
、『
復
古
集
』
の
分
科
及
び
訓
読
は
『
国
訳
一
切
経
』
諸
宗
部
二
四
、二
四
五
―
三
八
〇
頁
に
依
っ
た
。

（
13
）　
『
復
古
集
』（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
新
版
二
九
、
通
宗
部
全
）
一
九
六
頁
下
（『
国
訳
一
切
経
』
諸
宗
部
二
四
、三
四
四
頁
）。

（
14
）　

註
（
13
）、
一
九
七
頁
下
（
三
四
六
頁
）。

（
15
）　
『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』（
以
下
『
昭
法
全
』
と
記
す
）、
三
一
七
頁
。

（
16
）　
『
願
生
浄
土
義　

附
徳
門
和
上
伝
』（
報
恩
出
板/

成
等
庵
、
一
九
一
一
年
）、
一
一
―
一
三
頁
。

（
17
）　

註
（
13
）、
一
九
八
頁
上
（
三
四
七
―
三
四
八
頁
）。

（
18
）　
『
観
経
疏
』
散
善
義
（『
浄
土
宗
全
書
』
二
）、
六
〇
頁
上
―
下
。

（
19
）　

註
（
16
）、
一
八
頁
。

（
20
）　

註
（
16
）、
一
八
頁
。

（
21
）　
『
昭
法
全
』、
三
三
一
―
三
三
三
頁
。

（
22
）　
『
昭
法
全
』、
六
二
二
―
六
二
五
頁
。

（
23
）　

法
然
の
二
河
白
道
喩
解
釈
に
つ
い
て
は
、
宮
島
磨
「
善
導
『
観
無
量
寿
経
疏
』」
に
お
け
る
「
二
河
白
道
喩
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『
人
文

社
会
論
叢　

人
文
科
学
篇
』
一
、一
九
九
九
年
）、
七
六
頁
お
よ
び
同
論
文
註
（
４
）
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
24
）　

普
寂
が
二
河
白
道
喩
に
つ
い
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
意
図
し
て
「
僻
解
」
と
し
た
の
か
は
現
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の

解
明
に
は
浄
土
宗
諸
師
の
解
釈
と
普
寂
の
解
釈
と
を
比
較
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
煩
瑣
を
極
め
る
た
め
こ
こ
で
論
ず
る



一
七
〇

仏
教
学
会
紀
要
　
二
七
号

こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
前
掲
宮
島
磨
論
文
に
依
る
と
、
親
鸞
に
お
い
て
は
群
賊
の
一
つ
と
し
て
「
定
散
自
力
の
心
」
を
加
え
、「
能

生
清
浄
願
往
生
心
」
を
如
来
回
向
の
信
心
と
す
る
等
の
解
釈
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
普
寂
に
と
っ
て
は
明
ら
か
に
誤
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
25
）　

本
庄
良
文
「
法
然
に
お
け
る
諸
行
往
生
の
可
否
―
―「
ふ
つ
と
む
ま
れ
ず
と
い
ふ
に
は
あ
ら
ず
」―
―
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
六
八
（
二
））、

五
四
九
―
五
五
九
頁
を
参
照
し
た
。
法
然
に
お
け
る
諸
行
往
生
肯
定
の
根
拠
と
し
て
は
、『
選
択
集
』
第
二
章
に
「
依
二
善
導
和
尚
意
一
、

往
生
之
行
雖
レ
多
、
大
分
為
レ
二
。
一
正
行
、
二
雑
行
。」「
修
二
雑
行
一
者
、
必
用
二
回
向
一
之
時
成
二
往
生
之
因
一
。」、
第
六
章
に
「
諸
行
往

生
近
局
二
末
法
万
年
之
時
一
、
念
仏
往
生
遠
霑
二
法
滅
百
歳
之
代
一
也
。」
と
述
べ
ら
れ
、
第
十
一
章
に
「
余
行
不
定
」
と
表
現
さ
れ
、
第

十
二
章
に
「
諸
行
の
う
ち
い
ず
れ
か
単
独
で
往
生
で
き
る
」
旨
の
多
く
の
文
言
が
見
ら
れ
る
こ
と
等
が
あ
る
。

（
26
）　

本
庄
良
文
「『
選
択
集
』
第
二
章
に
お
け
る
千
中
無
一
説
―
―
諸
行
往
生
の
可
否
に
関
連
し
て
―
―
」（『
佛
教
大
学
仏
教
学
部
論
集
』

九
六
、二
〇
一
二
年
）、
三
一
―
四
二
頁
。

（
27
）　

註
（
16
）、
二
七
頁
。

（
28
）　
『
昭
法
全
』、
六
八
〇
頁
。

（
29
）　
『
昭
法
全
』、
五
〇
〇
頁
。

（
30
）　

註
（
16
）、
二
九
―
三
〇
頁
。
出
典
は
『
昭
法
全
』、
八
〇
九
―
八
一
〇
頁
参
照
。

（
31
）　

註
（
16
）、
三
〇
―
三
二
頁
。
出
典
は
『
昭
法
全
』、
八
〇
八
―
八
〇
九
頁
参
照
。

（
32
）　

註
（
16
）、
三
六
―
三
七
頁
。

（
33
）　

註
（
13
）、
一
九
八
頁
上
（
三
四
七
―
三
四
八
頁
）。

（
34
）　

こ
こ
で
い
う
「
祖
文
に
粲
た
り
」
が
、「
浄
土
立
宗
の
御
詞
」
に
「
若
法
相
の
教
相
に
よ
れ
ば
、
浄
土
を
判
ず
る
こ
と
甚
深
也
と
い
へ
ど
も
、



一
七
一

『
願
生
浄
土
義
』
に
見
る
普
寂
の
法
然
観

全
く
凡
夫
往
生
を
ゆ
る
さ
ず
…
…
（『
昭
法
全
』、
四
八
一
頁
）」
と
あ
る
こ
と
だ
と
仮
定
す
る
と
、
後
述
す
る
普
寂
の
日
本
浄
土
教
史
観

と
整
合
す
る
。

（
35
）　

註
（
16
）、
二
二
頁
。

（
36
）　

註
（
16
）、
三
九
―
四
〇
頁
。

（
37
）　

註
（
16
）、
四
〇
―
四
一
頁
。

（
38
）　

刊
本
に
は
出
な
い
が
、
安
永
七
年
本
の
該
当
箇
所
に
は
「
此
人
元
来
後
世
一
大
事
ト
思
フ
正
見
ナ
ル
ユ
ヱ
願
生
ノ
心
ダ
ニ
立
テ
バ
自
ラ

厭
欣
三
心
五
行
四
修
三
業
清
浄
等
ノ
心
行
皆
発
ル
也
（
佛
教
大
学
蔵
安
永
七
年
本
『
願
生
浄
土
義
』、
四
五
紙
右
）」
と
あ
る
。

（
39
）　

安
永
七
年
本
『
願
生
浄
土
義
』
該
当
箇
所
に
中
国
浄
土
教
史
お
よ
び
善
導
の
教
化
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
述
べ
ら
れ
る
の

は
日
本
浄
土
教
史
と
法
然
の
教
化
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
。
前
者
は
再
治
の
際
に
加
筆
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
刊

本
で
述
べ
ら
れ
る
善
導
観
は
、
普
寂
自
身
の
法
然
観
に
重
ね
る
形
で
成
立
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。




